
 

令和７年度教育施策  

 

 小金井市教育委員会は、「教育目標」及び「基本方針」を実現するため「第

３次明日の小金井教育プラン」、「第４次生涯学習推進計画」に基づき、総合

的に教育施策を推進する。  

 

１  「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成  

⑴  人権教育の推進  

  ア  人権教育に係る教員研修の実施  

   (ｱ) 人権について正しく理解し、その権利の行使に伴う責任を自覚し

て相互に尊重し合い共存できる平和で豊かな社会を実現するため、

全教員が「小金井市子どもの権利に関する条例」及び「小金井市男

女平等基本条例」を理解し、教育活動全体を通した組織的・計画的

な人権教育推進体制を構築する。  

   (ｲ) 児童・生徒の「よりよく生きたい」という意欲や願いを教員が受

け止め、児童・生徒の可能性を引き出し、信頼関係に基づいた指導

を推進するため、すべての教員の人権感覚を磨き、人権課題につい

ての理解と認識を深める教員研修を実施する。  

  イ  いじめ防止対策推進条例の周知と運用  

   (ｱ) 学校は「小金井市いじめ防止対策推進条例」及び「小金井市いじ

め防止基本方針」に基づき、「学校いじめ防止基本方針」を策定す

る。いじめはどこの学校にも起こりうるという認識の下、学校と家

庭、地域社会が連携し、いじめをしない・見逃さないことを児童・

生徒の心に浸透させ、  組織的ないじめ防止対策を推進する。  

   (ｲ) 誰もが性別に関わりなく個人として対等に尊重され、一人一人に

自らの意思による個性と能力を発揮する機会が確保される男女平等

社会の実現を目指した教育を推進する。  

⑵  思いやりや公共心の育成  

ア  いじめ・不登校に関する対策  

   (ｱ) 児童・生徒が抱える多様化・複雑化した課題の解決に向け、魅力

ある学校づくりを進めるとともに教員の資質向上を図る。さらにス

クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携した組織

的な相談体制を一層充実させ学校の教育相談機能の向上を図る。  

   (ｲ) 不登校及び不登校傾向児童・生徒一人一人の状況改善に向け、

個々のニーズを把握して対応できるよう多様な学びの場を提供し、



校内外の支援体制の強化を図る。また、不登校支援コーディネータ

ーを中心とした組織的対応を推進するとともに、個人指導ファイル

を作成・活用し、不登校対策会議等において改善に向けて協議し、

専門家からの見解も踏まえ、学校へ指導・助言する。  

  イ  体験活動・ボランティア活動の充実  

   (ｱ) 協力して役割を果たす大切さを考える集団宿泊活動、社会の一員

である自覚と互いが支え合う社会の仕組みを考えるボランティア活

動、自然や動植物を愛し大切にする心を育てる森林体験等の自然体

験活動の充実を図る。小金井市気候非常事態宣言を受けての取組

「ハチドリプロジェクト」において、児童・生徒が自分にできるこ

とを考え実践する、児童・生徒主体の取組を推進する。  

   (ｲ) 幅広い年齢層の人々と接しながら、地域社会に対する愛着を高め

るとともに、社会に貢献する態度を育てる地域行事への参加など、

児童・生徒の道徳性を養う上で有効な体験活動の充実を図る。  

   (ｳ) 児童・生徒の豊かな学びの実現のために、地域住民による学校支

援活動、放課後の教育活動、地域文化活動等の実施を支援する。  

ウ  道徳教育の充実  

   (ｱ) 思いやりの心や公共心を着実に育むため、児童・生徒一人一人が

道徳的価値について、考え、議論する道徳授業を展開できるよう指

導・助言する。  

   (ｲ) 学校・保護者・地域社会が一体となって取り組む道徳教育に資す

るため、道徳の授業を公開する道徳授業地区公開講座の充実を図

る。  

 

２  「個性」と「創造力」の伸長  

 ⑴  個性と創造力を伸ばす教育の推進  

ア  その子らしさを伸ばす教育の推進  

   (ｱ) 児童・生徒の表現力を高めるために、まず教員が児童・生徒の声

に耳を傾け、しっかりと聴き、児童・生徒が自分の考えを安心して

伝えることができる教育活動を展開する。  

   (ｲ) 学校の枠をこえて、児童・生徒が自分の考えや意見を表明する機

会の充実を図る。  

  イ  読書活動・表現活動の充実  

   (ｱ) 学校図書館について、児童・生徒の自主的・協働的な学習活動を

支援し、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に資す



る役割を担う「学習センター」としての活用を推進する。  

   (ｲ) 学校図書館支援員を全校に配置し、各学校における朝読書や読書

週間、読み聞かせ、ブックトーク、ビブリオバトル等の活動の充実

を図るとともに、読書感想文コンクールを実施する。  

ウ  国際社会を生きるための語学指導の充実  

   (ｱ) 児童・生徒が外国語に触れる機会を充実させ、外国語を用いて主

体的に自信をもって楽しくコミュニケーションしようとする授業を

実現するため、小・中学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置する

とともに、小学校において体験型英語学習施設における体験活動を

実施する。  

   (ｲ) 帰国児童・生徒や外国籍の児童・生徒が、自信や誇りをもって学

校生活において自己実現を図ることができるよう、日本語の指導が

必要な児童・生徒に対して日本語指導員を派遣する。  

エ  個性や創造力を育むための文化的行事の充実  

   (ｱ) 児童・生徒が自他のよさを見つけ合い、自己の成長を振り返って

よさを伸ばそうとする向上意欲につなげるため「連合作品展」「連

合音楽会」を開催する。  

   (ｲ) 児童・生徒の豊かな感性・情操を育てるため、より質の高い芸術

に触れる機会として「オーケストラ鑑賞教室」「合唱鑑賞教室」等

を開催する。  

⑵  特別な支援を必要とする児童・生徒の教育の充実  

ア  （仮称）小金井市教育支援センターの設置  

   (ｱ) 幼児期から学校卒業までのライフステージにおいて、切れ目のな

い支援として「一人一人の子どものその子らしさを最大限に伸ばす

関わりをチームとして追求する教育支援」を展開する。  

   (ｲ) 多様化・複雑化している児童・生徒が抱える不安や悩みの解決に

向け、学校内の相談体制を充実させるとともに、教育相談等の総合

窓口としての（仮称）小金井市教育支援センターの設置に向け、市

の相談業務を集約、整備し、他の相談機関との連携強化を図る。  

  イ  特別支援教育の推進  

   (ｱ) 「障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金

井市条例」の理解促進を図り、学校において「すべての人が幸せに

くらせる「まち」を作るためのハンドブック」を活用した授業の実

施を推進する。  

   (ｲ) すべての教員が障害に関する知識や配慮等についての正しい理解



と認識を深め、障害のある児童・生徒に対する組織的な対応を図る

ため特別支援教育研修会を充実する。  

   (ｳ) 児童・生徒一人一人の障害の状態に応じた合理的配慮について検

討し、適切な指導を実施するため、巡回相談、校内委員会を活用し

た組織的な支援体制の充実を図る。  

 

３  「信頼される学校づくり」と「確かな学力」の確立  

⑴  確かな学力の確立  

ア  個を伸ばす授業改善と学力向上  

   (ｱ) 教員の教科等の専門性や実践的指導力、幅広い識見を高め、授業

力を一層向上させるため、全教員が授業を公開し、学習指導案や教

材等の市内教員間での共有化を図る。  

   (ｲ) 「主体的・対話的で深い学び」を目指し、対話のある授業や児

童・生徒主体の探究的な授業を展開し、児童・生徒の実態に応じた

柔軟な指導を推進するために、日々の授業を振り返り、授業改善推

進プランを改定する。  

  イ  未来を創る力を育むＩＣＴ活用の推進  

   (ｱ) ＩＣＴ機器を日常的に授業で活用し、児童・生徒の認知特性や学

習の到達度、興味・関心に応じた「個別最適な学び」を実現すると

ともに、他者と協働して学びを深める「協働的な学び」との一体的

な充実を図る。  

   (ｲ) ＩＣＴ機器を効果的に活用することで、児童・生徒に必要な知識

を効率的に習得させることにより、課題発見・解決学習や体験学習

を実施する時間を確保するとともに学習活動の充実を図る。  

   (ｳ)  デジタル社会に必要な能力を身に付け、デジタル社会をよりよく

生きる力を養う「デジタル・シティズンシップ教育」の推進を図

る。  

   (エ) 「児童生徒の健康に留意してＩＣＴを活用するためのガイドブッ

ク（文部科学省）」を基に、ＩＣＴ機器の活用による児童・生徒の

健康面への影響等について配慮する。  

⑵  健康・食育の推進  

ア  体育・健康・安全教育の充実  

   (ｱ) 体力向上に取り組み、児童・生徒が主体的に運動やスポーツに親

しむ態度を育てる。  

   (ｲ) 「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」の



結果を踏まえた重点的な指導を通して、児童・生徒の体力向上を図

る。  

   (ｳ) 自他の生命尊重を基盤として、生涯を通じて安全な生活を送る基

礎を培うため、安全教育に加え、家庭・地域・医師会・関係機関と

連携した、がん教育、救命講習、薬物乱用防止教室、生命（いの

ち）の安全教育の実施を推進する。  

   (ｴ) 部活動の維持・充実のために地域人材の活用等を計画的に進め、

「部活動指導員」「部活動外部指導員」を配置する。  

  イ  食育の推進  

   (ｱ) 食育を、生きる上での基本と捉え、知育、徳育及び体育の基礎と

なるべきものと位置付ける。健全な食生活を実践できる児童・生徒

を育てるため、食育リーダーを中心として学校教育活動全体を通じ

た食育の組織的・計画的な推進を図る。  

   (ｲ) 食育リーフレットを配布し、家庭における食生活の大切さの理解

向上を図る。  

   (ｳ) 給食では、地場野菜を活用した共通献立を提供する。  

ウ  給食関連整備  

    学校給食調理の民間委託によって生み出された財源を活用し、給食

施設の充実を図るとともに、労働衛生環境改善のため、計画的に空調

設備を設置する。  

⑶  信頼される学校づくりの推進  

ア  コミュニティ・スクールの推進  

   (ｱ) 学校運営協議会における熟議の充実を図り、教育活動における学

校・家庭・地域相互の連携・協力を推進し、社会に開かれた教育課

程を実現する。  

   (ｲ) 地域学校協働本部とともに教育活動を支援する人材の確保に努

め、児童・生徒の学びの充実を図り、地域全体で児童・生徒を育て

ていく環境を構築する。  

   (ｳ) 学校の教育活動を積極的に保護者や地域に公開・発信するととも

に、学校評価の結果に基づいた学校運営の改善及び結果の公表を図

り、透明性の高い学校運営の推進を図る。  

イ  学校施設の充実  

    学校施設における安全・安心の確保、教育環境・生活環境の向上、

避難所としての防災機能強化、地域連携の場としての施設整備を図る

ため、学校施設の維持管理及び老朽化対策を適切に実施するとともに、



増改築を計画的に進める。  

ウ  通学路の安全確保  

   (ｱ) 児童・生徒の登下校時の安全を確保するため行政・警察・学校・

ＰＴＡ等による学区内の危険個所の点検を実施する。  

   (ｲ) 「子どもを見守る家  カンガルーのポケット」について、児童・

生徒へのより一層の理解・啓発を図る。  

   (ｳ) 行政、警察、学校及びＰＴＡと連携し学区内の危険個所の点検等

を実施する。  

エ  学区域の見直し  

    児童数の増加が予想されるため、地域と市立学校との結びつきを維

持しながらも、指定校変更に関して柔軟な対応を図る。  

オ  豊かな放課後の居場所づくり  

   (ｱ) すべての児童が放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動

を行えるよう、学童保育と放課後子ども教室の在り方、充実した活

動場所の提供について検討する。  

   (ｲ) コミュニティ・スクールにおける放課後子ども教室のビジョンを

構築し、学校の教育内容と系統性のある放課後の過ごし方について

研究する。  

⑷  教員の研修と働き方改革  

ア  校内研修と教員の研修の充実  

   (ｱ) すべての教員が今日的な教育課題に対応するため、教職経験や職

層に応じた教員の実践的指導力及び必要とされる能力を高める研

究・研修の充実を図る。  

   (ｲ) 児童・生徒がＩＣＴ機器を有効活用し、一人一人の認知の特性や

習熟の程度に応じた授業が実践できるよう、大学等と連携した最新

かつ実践的な研究の充実を図る。  

  イ  教員の働き方改革  

   (ｱ) 出退勤システムを活用して勤務時間の見える化を図り、在校時間

の適切な把握と意識改革の推進を図る。  

   (ｲ) 中学校部活動指導員等を派遣し、中学校での部活動指導のアウト

ソーシングを推進する。  

 

４  「生涯学習」と「文化・スポーツの振興」  

⑴  誰もが生涯学習に親しむ環境づくり  

  ア  ０歳から始まる生涯学習  



    乳幼児とその保護者を対象とした学習メニューの提供をはじめ、子

ども・青少年の居場所や体験機会の提供など、「０歳から始まる生涯

学習」の支援に努める。  

  イ  人生１００年時代を楽しむ生涯学習の推進～子どもから高齢者まで～ 

    子どもから高齢者まで、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも

学び合えるよう「人生１００年時代を楽しむ生涯学習」の環境づくり

に向けて、図書館、公民館及びスポーツ施設等で各種施策の充実に取

り組むとともに、市内の関係機関等と連携し、学びの推進を図る。  

  ウ  共生社会における生涯学習の推進  

    誰もが自分の状況に応じた学習に取り組めるよう、学習と交流活動

の推進を図るとともに、障がいの有無、年齢、性、国籍などに関わり

なく、互いに理解し、尊重し合える社会の実現に向けて、各種講座や

教室、交流機会の充実を図る。  

エ  「新しい日常、新しい生活様式」を踏まえた学びの推進  

    誰もが、いつでも、どこからでも安心して学習に参加できるよう、

ＩＣＴを活用しながら多様な学習機会や学習情報を提供するととも

に、学習の場の充実を図る。  

⑵  地域と共につくる生涯学習  

ア  学校・地域が連携した生涯学習活動の推進  

    市内の全公立小中学校において「コミュニティ・スクール」制度の

導入とともに「地域学校協働活動」に取り組み、子どもたちの放課後

の居場所づくり等の充実に向け、学校と地域が連携した生涯学習活動

の推進を図る。  

  イ  学びの継続と成果の活用の推進  

    市民が学習の成果を活かし、また身近な人や地域のために還元でき

るよう、学習成果の発表や活用機会の充実を図る。  

ウ  地域団体や学校との連携による学びの推進  

    社会教育関係団体、スポーツ団体及び大学やＮＰＯ法人など、地域

の豊かな活動主体の活動を支援するとともに、連携を通じて市民の多

様な学習ニーズに応じた学習機会の充実を図る。  

  エ  郷土の歴史や芸術・文化に親しむ機会の充実  

    史跡や文化財及び郷土芸能をはじめとした数多くの郷土資源を活

用し、伝統文化や芸能の継承をはじめ、郷土文化に親しむ機会づくり

の充実に努める。  

⑶  生涯学習のネットワークづくり  



  ア  支援者の人材育成とコーディネート機能の充実  

    地域で生涯学習活動を支える地域人材の育成を図るとともに、活動

をけん引するリーダーの育成に努める。また、施設の相互利用など、

近隣市との交流・連携や、友好都市との文化交流など、市外との広域

連携の推進を図る。  

  イ  社会教育施設等の活用の推進  

    図書館、公民館及びスポーツ施設等の既存の社会教育施設等の有効

活用を図り、施設・設備の適切な維持管理、整備充実に努める。また、

生涯学習に関する情報の収集及び発信などの生涯学習センター機能

の整備の推進を図る。  

  ウ  情報発信・相談体制の充実  

    生涯学習に関する必要な情報が手軽に入手できるよう、情報発信場

所や発信方法の工夫と充実を図る。また、市民や団体の、様々な学習

や生活上の不安・悩みの解決に向けて、気軽に相談できる体制づくり

を推進する。  

 

（令和７年１月１４日  小金井市教育委員会決定）  

 


